
（⾚字部分が改定箇所）
現⾏ 改定案

第2条（許可申請）
応援団⽅式の応援を⾏おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければ
ならない。
2 前項の許可申請を⾏う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当
球団に提出しなければならない。
（1）団体名
（2）代表者名
（3）団体の連絡先
（4）構成員（経常的に応援団⽅式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。）の数
（5）構成員の⽒名、住所、連絡先を記載した名簿
（6）応援形態
（7）その他当球団が求める事項

     （略）
5  本条に基づく許可申請を⾏う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載⼜は不記載をし
ては
ならない。

第2条（許可申請）
応援団⽅式の応援を⾏おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければ
ならない。
2 前項の許可申請を⾏う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当
球団に提出しなければならない。
（1）団体名
（2）代表者名
（3）団体の連絡先
（4）構成員（経常的に応援団⽅式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。）の数
（5）構成員の⽒名、住所、連絡先を記載した名簿
（6）構成員の活動履歴
（7）当球団からの質問に対する回答書
（68）応援形態
（79）その他当球団が求める事項

     （略）
5 本条に基づく許可申請を⾏う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載、事実に反する
記載
⼜は不記載をしてはならない。

第5条（不適格事由）
以下の各号に定める事由の⼀に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。
（1）本約款第3条各号の事由の⼀に該当する構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与したことのある団体
（2）当球団⼜は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与し
たことのある団体
（3）本約款第8条各号の⼀に違反し⼜は違反する虞がある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与したことのある団体
（4）当球団の定めた条件⼜は当球団の職員等の指⽰を遵守せず⼜は遵守しない虞がある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与
したことのある団体
（5）複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体
（6）当該団体が連合組織に属する場合において、過去⼜は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類す
る地位の者が本約款第3条各号の事由の⼀に該当する団体
（7）当該団体が連合組織に属する場合において、過去⼜は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類す
る地位の者が本約款第8条各号の⼀に違反し⼜は違反する虞のある団体
（8）当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団⼜
は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体
（9）当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の
定めた条件⼜は当球団の職員等の指⽰を遵守せず⼜は遵守しない虞があると認められる団体
（10）当該団体の応援の実情、組織の状況、その他⼀切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を⾏い、かつ、当球団の試合運営に積
極的な協⼒を⾏うと認めることのできない団体
（11）その他応援団⽅式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

第5条（不適格事由）
以下の各号に定める事由の⼀に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。
（1）本約款第3条各号の事由の⼀に該当する構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与したことのある団体
（2）当球団⼜は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与し
たことのある団体
（3）本約款第8条各号の⼀に違反し⼜は違反する虞がある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与したことのある団体
（4）当球団の定めた条件⼜は当球団の職員等の指⽰を遵守せず⼜は遵守しない虞がある構成員が過去⼜は現在所属し⼜は関与
したことのある団体
（5）第2条5項に違反し、当球団が当該⾏為を悪質だと判断した団体
（56）複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体
（67）当該団体が連合組織に属する場合において、過去⼜は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類す
る地位の者が本約款第3条各号の事由の⼀に該当する団体
（78）当該団体が連合組織に属する場合において、過去⼜は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類す
る地位の者が本約款第8条各号の⼀に違反し⼜は違反する虞のある団体
（89）当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団⼜
は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体
（910）当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団
の定めた条件⼜は当球団の職員等の指⽰を遵守せず⼜は遵守しない虞があると認められる団体
（1011）当該団体の応援の実情、組織の状況、その他⼀切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を⾏い、かつ、当球団の試合運営に
積極的な協⼒を⾏うと認めることのできない団体
（1112）その他応援団⽅式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

特別応援許可規程の改定案


